
≪趣旨≫

児童・生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する臨

床心理士（スク－ルカウンセラ－）を学校に配置し、学校におけるカウ

ンセリング等の機能の充実を図り、いじめや不登校等の児童・生徒の

問題行動等の未然防止や解消に資する。

平成 26 年度 スクールカウンセラー活用事業

≪スクールカウンセラーの資格等≫

  

スクールカウンセラーとしての役割を理解し、その職務を遂行す

る熱意のある者で、次に掲げる要件のいずれかを満たす者
（１）平成２６年７月１日現在、財団法人日本臨床心理士資格認定協会

の認定に係る臨床心理士の資格を有する者で、平成２７年４月１日

現在で臨床心理士資格登録証明書の交付日以降、１年以上が経過す

る者

（２）精神科医

（３）児童・生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有

し、学校教育法第１条に規定する大学及び同法第９７条に規定する

大学院（以下「大学等」という。）における心理学系の学部長、教

授、准教授、講師（常時勤務をする者に限る。）若しくは助教の職

にある者又はそれらの職にあった者

≪スクールカウンセラーの勤務≫
週 1回 ７時間４５分 年間３５回 勤務

≪スクールカウンセラーの職務≫

①児童・生徒へのカウンセリング

②子育てや生徒指導に関する保護者へのカウンセリング

③カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する指導・助言

④児童・生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供

⑤その他児童・生徒のカウンセリング等に関する教員対象の研修に

おける指導・助言

≪スクールカウンセラーの配置≫
平成７年度から配置を開始（小学校１校、中学校２校、高校１校）

平成１５年度から中学校全校に配置

平成２０年度から小学校に配置を開始

平成２５年度から公立小・中・高校全校に配置

平成２６年度 内訳  小 学 校 １,２９５校（全校）

     中 学 校  ６２９校（全校）

     高等学校  １８８校（全校）

≪これまでの取組の成果≫

①不登校やいじめの相談に有効である。

②不登校や学校生活への適応、人間関係などの悩みなどに関する

相談に的確に応えている。

③児童・生徒の多くが、困ったときに相談できるという安心感を

もっている。

④保護者は、子育てや教員に相談しにくいことなどについて、安

心して相談できるとしている。

⑤教員の児童・生徒理解や指導に関する助言、教員研修における

助言などにより、学校の教育活動の充実・改善等に大きな役割

を果たしている。
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